
【フラット３５】地域連携型　必要書類（子育てファミリー移住定住促進事業）

  ア 市内での転居の場合︓⼊居者全員分の完納証明書。非課税の⽅は非課税証明書。

  イ 市外から転⼊の場合︓⼊居者全員分の最新の市町村⺠税納税証明書。非課税の⽅は非課税証明書。
    ≪ 藤枝市に転⼊する前の⾃治体(納付先の⾃治体)の証明が必要です。発⾏⽅法は各⾃治体にお問合せください ≫
  ※市町村⺠税は、１⽉１⽇時点で住⺠票のあった⾃治体に翌年度の納付を⾏うものです。住所異動の時期によっては
   証明を請求する⾃治体が上記と異なる場合があります。

妊娠中の方がいる世帯のみ必要な書類

フラット３５地域連携型 利⽤申請（ 住⺠票異動前に申請 ）

必要な書類
 ①利⽤申請書
 ②子育てファミリー移住定住促進事業申請書（案）（ ⽇付記⼊不要、捺印不要 ）
 ③フラット３５申し込み書類

 ・⺟子⼿帳の写し（表紙、⼿帳の中のご両親の⽒名を記⼊するページ の２か所をコピーしてください）

建売住宅、新築マンションに⼊居した世帯のみ必要な書類
 ・建築基準法に定められた、建物の検査済証の写し（お⼿元にない場合住宅メーカー、マンション管理⼈等に

 ④⼯事請負契約書の写し（注⽂住宅の場合）⼜は不動産売買契約書の写し（建売住宅、新築マンションの場合）
 ⑤各階平面図
 ⑥同居する世帯全員分の住⺠票の写し（世帯主・続柄記載のもの。） 転⼊・転居前のもの
 ⑦同居する世帯全員分の市町村⺠税に未納がないことを確認できる書類
 （次のいずれかで３ヵ⽉以内に発⾏されたもの）

    ≪ 藤枝市役所 ⻄館２階 納税課にて１通３００円で発⾏ ≫

利 ⽤ 対 象 証 明 書 を 交 付

 ローンの契約（⾦銭消費貸借契約）締結までに、利⽤対象証明書を⾦融機関に提出してください

⾦ 利 引 き 下 げ

  お問合せください）

※郵送不可（　遠方の方は住まい戦略課までお問い合わせください　）


